
＜資料１＞ 

Ｗｅｂメディアを活用した情報接触ポイント拡充事業企画提案競技実施要領 

 

この実施要領は、秋田県（以下「県」という。）が実施する「Ｗｅｂメディアを活用し

た情報接触ポイント拡充事業」（以下「本業務」という。）に係る委託候補者を選定する企

画提案競技に関し、必要な事項を定めるものです。 

 

１ 業務内容 

（１）業務名 Ｗｅｂメディアを活用した情報接触ポイント拡充事業 

（２）業務の仕様等 【資料２】仕様書のとおり 

（３）履行期間 契約締結の日から令和９年３月１９日まで 

（４）委託額の上限 ２５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※本委託額には、戦略策定、メディア・インフルエンサー（ＫＯＬ含む）のアサイン

（出演料等含む）、現地からの渡航費・県内宿泊費・交通費等の招請に係る実費一式、

および招請時のアテンド・手配経費、コンテンツ制作、記事掲載、ＳＮＳ拡散、Ｗｅｂ

広告等への二次利用、素材の独自調達、各言語の品質管理（ネイティブチェック等）な

ど、本業務の遂行に要する一切の費用を含むものとします。 

 

２ 実施スケジュール 

（１）実施要領等の公開              令和８年５月２９日（金） 

（２）実施要領等に関する質問の受付     令和８年６月３日（水）正午まで 

（３）上記質問に対する回答（最終）     令和８年６月５日（金） 

（４）参加資格確認申請書締め切り       令和８年６月９日（火）正午まで 

（５）参加資格の確認結果の通知         令和８年６月１１日（木） 

（６）参加資格が認められない理由の請求 令和８年６月１５日（月）正午まで 

（７）企画提案書提出締め切り           令和８年６月１８日（木）１７時まで 

（８）企画提案競技開催                 令和８年６月２２日（月）午前 

（９）結果通知                         令和８年６月２４日（水）予定 

（10）契約締結                         令和８年６月３０日（火）予定 

 

３ 参加資格に関する事項 

本業務に関する企画提案競技に参加できる者は、下記に掲げる参加資格要件の全てを満

たす者で、秋田県知事から参加資格の確認を受けたものとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者 

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている

者若しくは再生手続開始の申立がされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生



手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基

づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続き開始の申立てがされて

いる者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続き開始の決定を受けた者を除く。）に

該当しない者 

（３）企画提案競技参加資格確認申請書の提出日において、県からの受注業務に関し、指

名停止の措置を受けていない者 

（４）秋田県暴力団排除条例（平成 23 年秋田県条例第 29 号）第２条に規定する暴力団員

又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しない者 

（５）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）での参加の場合、代表者は（１）～（４）の

全てを満たすこと。構成員については（２）～（４）の条件を満たす者で構成される

こと。なお、ＪＶの構成員である者は、単独で本企画提案競技への参加はできませ

ん。 

（６）過去に、国または地方自治体が実施するインバウンド（訪日旅行者）誘客事業にお

いて、海外Ｗｅｂメディアを活用した情報発信業務を受託・実施した実績がある者   

 

４ 手続き等に関する事項 

（１）問合せ・各種書類提出先 

〒０１０－８５７２ 秋田県秋田市山王三丁目１－１（秋田県庁第二庁舎１階） 

秋田県観光文化スポーツ部観光戦略課インバウンド・クルーズ誘客推進室 

電 話：０１８－８６０－２２６５ 

ＦＡＸ：０１８－８６０－３８６８ 

メールアドレス：Kanko@pref.akita.lg.jp 

 

（２）実施要領等に関する質問の受付 

実施要領等に関する質問は、「【様式１】実施要領等に関する質問票」により受け付け

ます。 

（ア）受付期間：２実施スケジュールのとおり 

（イ）受付場所：４の（１）のとおり 

（ウ）提出方法：電子メールのみ 

（エ）回答方法：質問及び回答内容を「美の国あきたネット」の「電子入札・入札・

コンペ」－「コンペ情報」に掲載します。 

 

（３）参加資格の確認 

参加者は、下記の参加資格確認申請書類を提出期限までに（１）宛てに原則電子メー

ル（ＰＤＦ形式のデータ）で提出してください。（押印不要） 

（ア）参加資格確認申請書類 



【様式２】企画提案競技参加資格確認申請書 

【様式３】会社概要（様式中の同項目が全て記載された会社パンフレット等既存

の資料に代えることができます） 

【様式４】事業委託共同体結成届（ＪＶ参加の場合のみ） 

（イ）提出期限：２実施スケジュールのとおりです。提出後、申請書への追加及び変

更は認めません。 

（ウ）期限までに提出しない者又は企画提案競技参加資格が認められなかった者は、

企画提案競技に参加することができないものとします。 

（エ）参加資格の確認は、提出期限の日をもって行います。 

（オ）参加資格の確認結果については、２の実施スケジュールにある期日に、電子メ

ールにより通知します。 

（カ）参加意思確認申請書類に虚偽記載があった場合は、参加資格を取り消します。 

 

（４）貸出資料（秋田県の設定ペルソナ）の取扱い 

本業務の企画提案にあたり県が設定したターゲットペルソナの基礎資料を貸し出し

ます。 

（ア）貸出希望者は、「秋田県保有分析資料貸出要領」に基づき「秘密保持誓約書」

を提出してください。「秘密保持誓約書」の提出は随時受け付けます。 

（イ）本資料は秘匿情報であるため、企画提案競技終了後、委託候補者とならなかっ

た者は速やかに「秘密情報廃棄証明書」を提出する必要があります。 

（ウ）資料の管理不十分により情報が漏洩した場合は、審査の対象外とする場合があ

ります。 

 

（５）参加資格の喪失 

参加者は、参加資格確認後に参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格

を失うものとします。また、都合により辞退する場合には、【様式５】企画提案競技参

加辞退届を提出してください。 

 

（６）参加資格が認められなかった者に対する説明 

（ア）参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、県に対し書面（様式

任意）によりその理由の説明を求めることができます。 

・提出期限：２実施スケジュールのとおり 

・提出場所：４の（１） 

・提出方法：電子メールのみ 

（イ）書面を受理したときから７日以内に、説明を求めた者に対して、書面によりそ

の理由を説明します。 



 

（７）企画提案書の作成及び提出 

企画提案書は、次により提出してください。 

（ア）企画提案書は、【資料２】仕様書を熟読し、貸出資料（ペルソナ）を踏まえた

ターゲットアプローチを念頭に作成願います。 

（イ）企画提案書のサイズ等は、原則としてＡ４判、横書きで、枚数は２５ページ以

内（表紙・裏表紙除く）とします。（ページ番号を付してください。） 

（ウ）応募者は、別紙「仕様書」の内容を十分に理解した上で、以下の項目について

具体的かつ実現性の高い提案を記述すること。 

① 「緩急」をつけた市場別メディア戦略  

・重点５市場に対し、どの市場に、どのような手法（タレント性のあるＫＯＬ、

国内在住の海外向けインフルエンサー、海外現地メディア等）で、どれだけの予

算を投入するかという明確な理由を提示すること。  

・全市場への均等配分ではなく、費用対効果の観点から「注力すべき市場」と

「維持に留める市場」をどう戦略的に見極めるか（傾斜配分の考え方）を明記す

ること。 

② 秋期から冬期にかけての実施工程と素材の調達・編集方針  

・第一段階（秋期）における先行した話題化から、第二段階（冬期）の実地取

材、そして最終的な「予約や来県といった具体的な行動」へどう誘導するかの具

体的な道筋を提示すること。  

・県が用意した既存素材に頼らず、独自のネットワーク等を用いて「見たことの

ない新鮮な素材」をどのように独自調達（撮影・手配等）し、他県と差をつける

魅力的な制作物を作成するかの方針を明記すること。 

③ 検索対策と発信内容の質（情報資産化） 

・制作された記事や動画が、検索エンジンやＡＩ検索において本県の情報が「最

も適した回答」として上位に表示され続け、将来にわたる本県の「情報資産」と

して蓄積されるために、どのような工夫をするかを明記すること。  

・Instagram や RED 等のＳＮＳで生み出した反響を、より詳細な情報が掲載され

たＷｅｂメディアの記事へと確実に誘導する仕組みを提案すること。 

④ 目標（成果指標）達成に向けた具体策と独自の評価指標  

・記事のＰＶ（閲覧）数やＳＮＳの再生回数といった、本事業において最低限達

成すべき定量的な目標値とその達成根拠を示すこと。  

・それに加え、プロのＰＲ視点から「有力メディアやジャーナリストとの関係構

築数」や「実際のメディア招請への誘致数」といったＰＲ活動としての成果（質

の高さ）をどのように測定し、約束できるかを提示すること。 

⑤ 本県観光資源の「現場」理解と実施体制・リスク管理  



・一般的な市場の定説をそのまま当てはめるのではなく、秋田県のリアルな現状

（地理的制約や現場の声など）をどう理解し、着手後のヒアリング等をどう戦略

に反映させるかの考え方を明記すること。  

・翻訳の細かいニュアンスや最新トレンドへの対応など、受託者の責任でしっか

りと構築する品質管理（母語話者による確認等）体制を明記すること。  

・景品表示法等による不当表示（ステルスマーケティング等）規制への対応手

順、炎上対策、天候不良等による行程変更リスクへの備えを提示すること。 

 

（エ）提出できる企画提案は１案までとします。 

（オ）企画提案の内容を実施するための費用とその詳細な積算内訳を明らかにした見

積書（秋田県知事 鈴木 健太 宛）を、会社所在地、商号又は名称、代表者職氏

名を記入し作成してください。また、下部に事業責任者、担当者、電話番号及び

メールアドレスを記入してください。（押印不要） 

（カ）提出期限及び方法は次のとおりです。 

・提出期限：２実施スケジュールのとおり 

・提出方法：電子メールのみ（ＰＤＦ形式のデータを基本とする）資料について

は添付せず大容量ファイル転送サービスを利用して送ってください。 

（キ）提出期限までに提出しない者は、辞退したものとみなします。 

（ク）一度提出した企画提案書等は、これを書換え、引換え若しくは追加、又は撤回

することができません。 

（８）企画提案の無効 

次のいずれかに該当する企画提案は、無効とします。 

（ア）民法（明治 29 年法律第 89 号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留

保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案 

（イ）誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

（ウ）その他、企画提案競技に関する条件に違反した提案 

 

５ 委託候補者の選定方法等に関する事項 

（１）委託候補者の選定方法 

県が別に定める委員により構成される企画提案競技審査委員会は、原則として提案

者によるプレゼンテーション方式（１５分程度を予定）で行います。なお、企画提案

の実施に要する費用の総額が委託額を上回った場合は、審査の対象とはならないもの

とします。 

・日時 令和８年６月２２日（月）午前予定（参加資格の確認結果通知と合わせて通

知します。） 

・場所 オンライン（Google meet で実施する） 



（２）審査 

（ア）参加者から提出があった企画提案書をもとにプレゼンテーションをしていただ

き、審査員の採点及び協議により選出された第１順位者を委託候補者として選定

します。審査の結果は、２実施スケジュールのとおりに各参加者にメール等によ

り通知します。 

（イ）審査員は審査票に基づいて採点し、協議します。 

（ウ）第１順位の委託候補者と、提案内容および見積金額をベースに詳細な仕様調整

の協議を行い、合意に達した上で委託契約を締結します。 

（エ）前項の協議において、県予算や事業目的の観点から、企画提案書に記載された

仕様の一部変更や、それに伴う見積金額の調整（減額等）を求める場合がありま

す。 

（オ）第１順位の委託候補者と仕様や金額等の協議が整わず契約を締結しないとき

は、次点の者と交渉を行います。 

（カ）参加者多数により、プレゼンテーションの実施が困難な場合等には、企画提案

書による一次審査の実施、または書類審査のみとする場合があります。その場合

は、「２（８）企画提案競技開催」の日程の変更等について、参加予定者へ電

話・メール等により連絡します。 

 

６ 契約に関する事項 

（１）契約保証金について 

（ア）本業務の受託者は、秋田県財務規則（昭和 39 年秋田県規則第 4 号）第１７７

条第１項の規定により、契約保証金を納入していただきます。ただし、秋田県財

務規則第１７８条の規定に該当する場合は、契約保証金を免除します。 

（イ）受託者が納入した契約保証金は、秋田県財務規則第１７９条の規定により還付

します。 

（２）企画提案書等の関係 

企画提案書等に記載された事項は、【資料２】仕様書と合わせ、契約時の仕様書として

扱うものとします。ただし、本業務目的達成のために修正すべき事項がある場合に

は、県と委託候補者との協議により契約段階において内容を追加、変更又は削除を行

うことができるものとします。 

 

７ 公正な企画競技の確保 

（１）参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号）等に抵触する行為を行ってはなりません。 

（２）参加者は、企画提案にあたっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及

び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成し



なければなりません。 

（３）参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開

示してはなりません。 

（４）参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案競技を公正に執

行することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案競技に参加させ

ず、又は企画提案競技の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。 

 

８ その他 

（１）企画提案及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨に限ります。 

（２）提出書類の取扱い 

（ア）参加者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著

作権は、参加者に帰属します。 

（イ）提案書等、参加者が提出した提出書類は返却しません。 

（３）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の

対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者に負担していただきま

す。 

（４）企画提案等作成に関する一切の経費は、提案者の負担でお願いします。 


